
健康増進法等施行細則 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

第 1条～第 7 条 省略 

 

第 1条～第 7 条 省略 

（給食施設栄養管理報告） 

第 8条 法第 20 条第 1項に規定する特定給食施設(以下「特定給

食施設」という。)及び条例第 1 条に規定する小規模給食施設(以

下「小規模給食施設」という。)の管理者は、毎年 6月に実施し

た給食について給食施設栄養管理報告書(第 5号様式、第 5 号様

式の 2、第 6 号様式又は第 7号様式)を作成し、その翌月の 15 日

までに保健所長に提出しなければならない。 

 

（給食施設栄養管理報告） 

第 8条 法第 20 条第 1項に規定する特定給食施設(以下「特定給

食施設」という。)及び条例第 1 条に規定する小規模給食施設(以

下「小規模給食施設」という。)の管理者は、毎年 6月に実施し

た給食について給食施設栄養管理報告書を作成し、その翌月の 15

日までに保健所長に提出しなければならない。 

 

（特定給食施設報告書） 

第 9条 特定給食施設の管理者は、当該特定給食施設が次のいず

れかに該当するときは、毎年特定給食施設報告書(第 8号様式)を

作成し、その翌年の 1月 20 日までに保健所長に提出しなければ

ならない。 

(1) １回 300食以上又は 1日 750食以上の食事を供給する特定給

食施設で病院又は介護老人保健施設に設置されるもの 

(2) １回 500食以上又は１日 1,500食以上の食事を供給する特定

給食施設で福祉施設、事業所、寮、矯正施設等に設置されるもの 

 

（特定給食施設報告書） 

第 9条 特定給食施設の管理者は、当該特定給食施設が次のいず

れかに該当するときは、毎年、特定給食施設報告書を作成し、そ

の翌年の 1月 20 日までに保健所長に提出しなければならない。 

(1) １回 300食以上又は 1日 750食以上の食事を供給する特定給

食施設で病院、介護老人保健施設又は介護医療院に設置されるも

の 

(2) １回 500食以上又は１日 1,500食以上の食事を供給する特定

給食施設で福祉施設、事業所、寮、矯正施設等に設置されるもの 

 

第 10 条～第 11 条 省略 

 

第 10 条～第 11 条 省略 

（栄養指導票の交付） 

第 12 条 栄養指導員は、法第 18条第 1項第 2号の規定による指

導を行った場合は、給食施設栄養指導票(第 11 号様式)を当該施

設の管理者に交付しなければならない。 

 

（栄養指導票の交付） 

第 12 条 栄養指導員は、法第 18条第 1項第 2号の規定による指

導を行った場合は、給食施設栄養指導票を当該施設の管理者に交

付しなければならない。 

第 13 条～第 14 条 省略 第 13 条～第 14 条 省略 

 

 附則 

（施行期日） 

 この規則は、令和 年 月 日から施行する 

 



現行 改正後（案） 

第２号様式～第４号様式 省略 

 

第２号様式～第４号様式 省略 

 

第５号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



現行 改正後（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後（案） 

第５号様式の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



現行 改正後（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後（案） 

第６号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



現行 改正後（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後（案） 

第７号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



現行 改正後（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行 改正後（案） 

第８号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 



現行 改正後（案） 

第９号様式～第 10号様式 省略 第９号様式～第 10号様式 省略 

 

第 11 号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 号様式 省略 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 12 号様式 省略 


